
令和７年度 事 業 計 画

Ⅰ 基本方針
(1) 我が国の総人口が減少する中において、首都圏に位置する千葉県においては 628 万

人（全国６位）であり、転入超過による人口増加が続いているものの、出生率は低く、
また高齢化率については令和３年の 27.9%（全国 28.9%）に対して令和 27 年には 36.4%
と推計される等、生産年齢人口の減少と併せて高齢化の進展が予想されている。
加えて人生 100 年時代を迎え、ライフスタイルが多様化する中で、どのような働き方
であっても安心して生活することができる社会を造っていくことが必要とされている。

(2) こうした情勢下において千葉労働局では、労働者一人ひとりが安全で健康に働くこ
とができる職場環境の実現のため、第 14 次労働災害防止計画（以下、「14 次防」とい
う。）の目標達成に向け、同計画で定められている高年齢労働者等の労働災害防止対策、
個人事業者等に対する安全衛生対策等の推進や労働者の健康確保対策及び化学物質等
による健康障害防止対策等の重点事項等について、14 次防期間中の状況や議論等も踏
まえ、取り組んでいくこととしている。

(3) 公益社団法人千葉県労働基準協会連合会（以下、「連合会」という。）では、行政当
局のご指導の下、地区労働基準協会（以下、「地区協会」という。）、関係機関・団体と
の連携・協力をより深め、県内の労働者が安心して安全かつ健康に働ける職場環境の
実現を目指して、積極的、効果的な事業の運営に努める。また、事業者には「働き方
改革の着実な実施」はもとより長時間労働の抑制を踏まえた「新しい働き方」の実現
に向けた環境づくりを支援する。

(4) このため、安全衛生関係技能講習、教育等を始め、労務管理・労働相談センター事
業や千葉県産業安全衛生会議の運営、働き方改革を推進するための啓発事業等を積極
的に推進する。また、来年度は 14 次防の中間年となる重要な年であり、行動災害防止
に向けて、中災防の安全衛生サポート事業や推進アドバイザーの活用勧奨を図ること
により、中小企業における職場環境改善や労働者の身体機能の維持改善等を支援する。
また、エイジフレンドリーガイドラインに基づく取組を促進するとともに、中小企業
の取組を支援するため補助金（エイジフレンドリー補助金）の活用勧奨を図る。さら
に死亡災害の撲滅等業種別の労働災害防止対策を推進するとともに、荷主も含め「陸
上貨物運送事業における荷役作業の安全ガイドライン」の取組促進を図る。

(5) 以上のとおり、連合会は、千葉県下事業場の非正規労働者を含むすべての労働者の
適正な労働条件の確保・改善をはじめ、労働災害防止、健康の保持増進等勤労者福祉
の増進に寄与するための事業を推進する。



Ⅱ 実施事項
１ 安全衛生関係技能講習、教育等の実施

年間で 100 回の講習を開催
(1) 千葉労働局長の登録教習機関として労働安全衛生法に基づき主に労働衛生分野

の技能講習及び安全教育を開催。令和７年度は 100 回の講習を延 205 日間で開催す
る計画としている。６年度の受講者数の増減を指標として特定化学物質、有機溶剤
等作業主任者講習の回数を増やす一方で、受講生の減少傾向が顕著となっている石
綿作業主任者は今年度の 9 回から４回に減少させる。

また、来年度、新規の講習予定はないが、令和 5 年度途中に急遽開催して６年度
の年間計画にも盛り込んだ化学物質管理者講習は令和 7 年度も継続して開催する。

(2) 令和６年度の技能講習で唯一受講者を 1 回 80 名定員としていた酸素欠乏・硫化
水素危険作業主任者講習も 7 月からはコロナ前の 100 名規模に戻しての開催であり、
７年度はすべての技能講習において年度当初より受講者数 100 名規模で開催する。

  (3) 講習等実施状況
令和 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 5 年度 6 年度 7 年度

年間講習回数 96 回 94 回 118 回 109 回 113 回 107 回 100 回

申込者数 7,078 5,833 8,162 7,409 7,165 8,387 ―



２ 労務管理・労働相談センターの開設
名称変更。千葉労働局の HP にリンク

(1) 7 年度も地区協会の協力の下、地区協会に労務管理・労働相談センターを 8 か所
開設し、働き方改革の推進、労働環境の改善など労務管理に係る様々な労働問題に
ついて、専門スタッフによる個別無料相談を実施する。  

(2) 労働相談の窓口が多くある中で、他の相談窓口との差別化を図り、企業団体に
よる企業のための相談窓口であることをアピールするために、今年の 1 月から名称
を「労働問題相談センター」から「労務管理・労働相談センター」とした。さらに
周知拡大を目指して千葉労働局のホームページの「労働関係相談先一覧」に掲載し
てもらった。

労働問題相談センターの相談件数
令和 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 6 年度

相談件数 年 間 290 243 201 205 186 
開設日数 年 間 288 213 177 176 176

        



３ 千葉県産業安全衛生会議の円滑な運営
千葉県産業安全衛生大会の開催 千葉労働局合同パトロールの実施
年末年始無災害運動の推進

(1) 連合会の加盟している千葉県産業安全衛生会議は 14 団体で構成されており、千
葉県の産業の健全な発展と勤労者の福祉の向上に寄与することを目的としている。
ア 厚生労働省 千葉労働局   イ 千葉県
ウ 千葉県労働基準協会連合会      エ 建設業労働災害防止協会
オ 陸上貨物運送事業労働災害防止協会  カ 港湾貨物運送事業労働災害防止協会
キ 日本ボイラ協会         ク 日本クレーン協会
ケ 千葉産業保健総合支援センター    コ 日本労働安全衛生コンサルタント会
サ 建設荷役車両安全技術協会     シ 千葉県経営者協会
ス 千葉県中小企業団体中央会      セ 日本労働組合総連合会

(2) 千葉県産業安全衛生大会の開催
① 令和７年 10 月 31 日（金)に青葉の森公園芸術文化ホールにて開催計画。
② 特別講演は南極おじさんこと伊藤太市氏を予定。連続 7 年南極で年越しした唯

一の日本人。標高 4,000ｍ、－60℃のドームふじ基地へ 2 回遠征。ひとつ間違え
ば命を落とす場所での経験から「安全意識」とは何かを伝えている。
『安全運行のための点検・メンテナンスの重要性～「あれ」「おや」の感性を高め
て、未然に危機回避・事故防止～』と題する講演を予定している。

              
(3) 千葉労働局との合同の安全パトロールは令和７年度も全国安全週間、年末年始

無災害運動期間に合わせて実施を予定。    
(4) 年末年始無災害運動の推進

広報用ちらし、ポスターに併せて実施要領を配布して当該構成員の他、地区協
会、各労働基準監督署とも連携して周知を行う。

  



４ 千葉県衛生管理者協議会の充実
例会（研修会）の開催

千葉県衛生管理者協議会は平成 22 年３月の設立。会員数は 222 名。令和 7 年度も 2
回の例会を開催予定。一般的に衛生管理者が最新の知見や情報を収集できる場は少な
いことから、当例会においては常に最新の情報を提供することを心掛けている。その
意味からも毎回、千葉労働局から健康安全課長に出席してただき講演をお願いしてい
る。

令和７年度は 9 月 22 日（月）と 3 月 6 日（金）に例会開催を予定。9 月は全国衛生
週間の実施要綱の詳細説明。3 月には次年度の衛生分野に係る行政の運営方針を詳細に
説明してもらう等、目的を捉えて開催日を決定することにより意義のある例会を目指
す。

５ 全国労働基準関係団体連合会(全基連)千葉県支部事業の実施
外国人技能実習制度関連講習の共催、一人親方等に対する支援事業の実施

  連合会は「全国労働基準関係団体連合会」の千葉県支部となっているので、全基連
が受託した事業を実施する。参考として令和 6 年度の事業は以下のとおり。
(1) 外国人技能実習制度関係者養成講習事業

７年度は 5 月 14 日（水）から 16 日（金）までの間、技能実習責任者、生活指導
員及び技能実習指導員などの養成講習を実施予定。

(2) 建設業の一人親方等に対する安全衛生教育支援事業
研修会の開催が主たる内容となるが、令和 6 年度は全基連本部が主動。



６ 中央労働災害防止協会(中災防)との連携
安全衛生相談、研修の共催、無災害記録証の申請

(1) 中小規模事業場安全衛生相談事業
中小規模事業場の安全衛生水準の向上に寄与するため、電話、メール、来所等によ

る安全衛生相談を日常的に実施する。
(2) 令和７年度は中災防と共催にて以下研修を計画。  

①安全衛生スタッフ向けリスクアセスメント実務研修【７月４日(金)】
②ＫＹＴトレーナー研修会【８月 28 日(木)～29 日(金)、10 月 28 日(火)～29(水)】
③事業場内メンタルヘルス推進担当者養成研修【11 月 13 日(木)～14 日(金)】

(3) 中小企業無災害記録証授与制度   
企業からの申し出に基づき内容を確認のうえ、速やかに中災防へ申請する。

    
７ 働き方改革の推進

労働法フォーラムの運営、過労死等防止対策推進シンポジウムの開催
(1) 令和７年 10 月 30 日（木）に連合会、千葉県経営者協会、千葉県社会保険労務士

会の三者による「働き方改革推進に係る連携協力に関する協定」に基づき、労働法
フォーラムを開催する。令和 6 年度の参加者は 109 名。

(2) 11 月に開催予定の厚生労働省主催の過労死等防止対策シンポジウムへの協力。

        



８ 各種広報啓発事業
   ホームページの運営、会報「千葉労基連」の発行

ホームページへの掲載等で労働安全、衛生活動に関わる広報啓発を積極的に推進す
る。また、会報「千葉労基連」では令和 6 年９月号から千葉労働局の行事予定を連
載する等により千葉労働局の活動周知に努めている。

  
９ 令和 7 年度 総会及び理事会の開催予定

(1) 理事会
①第 1 回理事会 令和７年４月 16 日(水) オークラ千葉ホテル 11 時 開会
②第 2 回理事会 令和７年 5 月 26 日(月) オークラ千葉ホテル 15 時 開会
③第３回理事会 令和８年 3 月 25 日(水) オークラ千葉ホテル 16 時 開会

(2) 定時総会  
定時総会 令和７年５月 26 日(月) オークラ千葉ホテル 15 時 開会

10 （公社）千葉県労働基準協会連合会 設立 75 周年 記念行事
（公社）千葉県労働基準協会連合会は昭和 26 年 4 月に設立。来年で設立 75 周年を迎
えることから、11 月 14 日（予定）に千葉労働局労働基準部監督課長の「講演」と安
西愈弁護士（安西弁護士事務所）を講師に招き、会員を対象とした無料の「法律講座」
を予定している。

安西愈弁護士

    

1958 年香川労働基準局に採用。1962 年中央大学法学部（通
信教育課程）卒業。1969 年労働省退官、最高裁判所司法研
修所に入る。1985 年第一東京弁護士会副会長。1999 年日
本弁護士連合会研修委員長。他に中央大学法科大学院客員
教授、東京地方最低賃金審議会会長、最高裁司法研修所教
官などを歴任。現在も人事労務問題の専門家として活躍中。
『採用から退職までの法律知識』、『雇用法改正 人事・労
務はこう変わる』等、著書多数。


